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令和３年第４回足寄町議会定例会議事録（第１号） 

令和３年１２月２日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

   ７番 髙 橋 健 一 君   ８番 川 上 修 一 君 

   ９番 髙 橋 秀 樹 君  １０番 二 川   靖 君 

  １１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君 

  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   佐々木 雅 宏 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 会 長 代 理              阿 部   昇 君 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ３  諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞ 

 日程第 ４  議案第８９号        足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について（障害

者地域生活支援センター）＜Ｐ４＞ 

 日程第 ５  行政報告（町長・教育長）＜Ｐ４～Ｐ７＞ 

 日程第 ６  報 告 第 ９ 号        予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の

締結について＜Ｐ７＞ 

 日程第 ７  報告第１０号        足寄町水道事業の業務に関する予定価格１,０００万円以

上の工事又は製造の請負契約の締結について＜Ｐ７＞ 

 日程第 ８  議案第９１号        十勝圏複合事務組合規約の変更について＜Ｐ７～Ｐ８＞ 

 日程第 ９  議案第９２号        足寄町国民健康保険条例の一部を改正する条例＜Ｐ８～

Ｐ９＞ 

 日程第１０  請 願 第 ２ 号        燃油等の価格高騰対策、国の農業予算や運用変更に関す

る請願書＜Ｐ９＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござ

います。 

 ただいまから、令和３年第４回足寄町議

会定例会を開会をいたします。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、５番田利正文

君、６番熊澤芳潔君を指名をいたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

１２月１日に開催されました、第４回定例

会に伴う議会運営委員会の協議の結果を報

告いたします。 

 会期は、本日、１２月２日から１２月１

５日までの１４日間とし、このうち３日か

ら１２日までの１０日間は休会となりま

す。 

 次に、審議予定について報告いたしま

す。 

 本日、１２月２日は、最初に議長の諸般

の報告を行います。 

 次に、文教厚生常任委員会に付託し、閉

会中の審査となっておりました議案第８９

号について、審査報告を受け審議を行いま

す。 

 次に、町長から行政報告を受けます。 

 次に、教育長から行政報告を受けます。 

 次に、報告第９号から報告第１０号まで

の報告を受けます。 

 次に、議案第９１号から議案第９２号ま

での提案説明を受けた後、即決で審議いた

します。 

 請願第２号については、総務産業常任委

員会へ付託し、会期中の審査といたしま

す。 

 １３日は、一般質問などを行います。 

 １４日以降の審議予定については、一般

質問者の人数などにより流動的であります

ので、今後の議会運営委員会において協議

し、皆様に報告いたしますので、御了承願

います。 

 なお、議案第９３号から議案第９９号ま

での補正予算案は、後日、提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。 

 今定例会中に町長から追加議案が提出さ

れる予定でありますが、提出されました際

に、再度議会運営委員会で協議し、皆様に

御報告いたしますので御了承願います。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決

定の件を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１５

日までの１４日間にしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は本日から１２月１５

日までの１４日間に決定をいたしました。 

 なお、１４日間のうち、３日から１２日

までの１０日間は休会といたしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、１０日間は休会に決定をいたし

ました。 

 なお、今定例会における一般質問通告書

の提出期限は、１２月６日、月曜日の午後

４時まででありますので、よろしくお願い

をいたします。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 諸般の

報告を行います。 

 議長の報告事項は、印刷してお手元に配

付のとおりです。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎ 議案第８９号 

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 議案第

８９号足寄町公の施設に係る指定管理者の

指定についての件を議題といたします。 

 本件における文教厚生常任委員会委員長

の報告は、別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は、原案可決

です。 

 これにて、委員長の報告を終わります。 

 ただいまの委員長の報告に対し、質疑を

行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８９号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定についての件を採

決をします。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８９号足寄町公の施

設に係る指定管理者の指定についての件

は、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 行政報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、２件の行政報告を申し上げ

ます。 

 まず、令和３年９月７日開会の第３回足

寄町議会定例会で新型コロナウイルス感染

症に対する本町の取組について行政報告し

ていたところですが、その後の対策状況に

ついて御報告いたします。 

 令和３年８月２５日、新型コロナウイル

ス感染症拡大に伴い政府から緊急事態宣言

が北海道に発出されたことから、本町にお

いても８月２７日から町内各施設の休館な

どの対応を実施しましたが、１０月１日に

宣言が解除となったため、引き続き基本的

な感染予防を徹底した上で各施設の利用を

再開しました。 

 次に、新型コロナワクチンの接種状況に

ついてですが、国のワクチン接種記録シス

テムに入力されたデータによりますと、令

和３年１月１日の住民基本台帳人口の接種

対象人口に対する１１月２８日現在の本町

の接種率は、１回接種済みは８８.７８％、

２回接種済みは８７.５５％となっておりま

す。 

 本町における集中的にワクチンを接種す

る期間は９月までの設定でしたが、事情に
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より期間内に接種を完了していない方や９

月以降に１２歳の誕生日を迎える方の接種

については、国民健康保険病院において土

曜日に接種日を設定して対応しており、接

種を希望する方全員が接種できるよう体制

を整えております。 

 また、国は２回目接種後８か月を経過し

た１８歳以上の追加接種希望者に対して３

回目の接種を行うこととしていることか

ら、本町においても現在予約方法等の検討

を行っており、今後追加接種実施に向け、

町内医療機関と詳細について協議を行って

いきます。 

 現段階では、令和４年１月に医療従事者

等への接種を開始し、その後高齢者施設等

入所者等への接種を行い、次に一般高齢者

への接種を順次開始する予定で、ワクチン

の供給状況を確認しながら、円滑な接種が

できるよう体制を整備していきます。な

お、事業実施に必要な来年３月分までの経

費につきまして、本定例会に補正予算をお

願いしております。 

 次に、商工振興対策について御報告いた

します。 

 例年、夏から秋にかけては観光業の繁忙

期でありますが、今年は緊急事態宣言や外

出自粛等により、町内の観光関連事業者の

売上げに大きな影響がありました。１０月

以降、人流に関しては回復の兆しはありま

すが、冬の閑散期を迎え、年間の売上げの

挽回は困難な状況であることから、事業継

続に必要な経費を支援することとし、本定

例会に観光事業者事業継続緊急支援金５０

０万円の補正予算を提案させていただきま

した。事業内容といたしましては、主に旅

行者に対して通年でお土産品や飲食を提供

している事業者、温泉宿泊業者、さらに北

海道の営業時間短縮に係る協力支援金の対

象とならない酒類小売事業者に対して支援

を行います。 

 また、アフターコロナの観光振興を目的

に、雌阿寒オンネトー地区を中心とした観

光活性化調査業務の委託料の補正予算を計

上しています。 

 そのほか、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けた子育て世帯を支援するため、

現在国において、令和３年度子育て世帯へ

の臨時特別給付金の支給を予定しているこ

とから、本定例会において予算の追加提案

をお願いする予定です。 

 今後におきましては、国の補正予算等に

よる新たなコロナ対策事業等の実施も見込

まれ、また、長引く外出自粛や休業要請等

により事業継続に困っている事業者への支

援等について、引き続き町内関係団体や金

融機関等とも情報交換を行い、議会の議決

を頂く時間的余裕がない場合においては、

専決処分により対応させていただきたいと

考えておりますので、御理解賜りますよう

お願いいたします。 

 以上、本町における新型コロナウイルス

感染症に対する取組について御報告いたし

ましたが、今後におきましても、国や北海

道など関係機関との連携を密にし、感染拡

大防止の徹底と地域経済への影響を最小限

とすべく、全力で取り組んでまいりますの

で、御協力いただきますようお願い申し上

げ、御報告といたします。 

 次に、令和３年第１回定例会及び令和３

年９月の決算審査特別委員会で御質問のあ

りました、今後の里見が丘公園フラワー園

地の在り方について、専門業者による土壌

等の環境調査や維持管理上の課題検証の結

果に基づき御報告いたします。 

 本来、芝桜は植栽後３年目までに根を定

着し安定させる必要がありますが、里見が

丘公園フラワー園地の芝桜については、平

成２５年、２６年に造成工事を実施した

後、平成２６年秋の大雨や平成２７年春の

雪解けの際に流され、大部分の芝桜が未定

着となりました。 

 また、残った芝桜は人力による除草、肥

料散布、根切り、土補充を中心に維持管理

を行い、平成２５年、２６年に植栽された
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芝桜の成長を待つこととしておりました

が、日照、土壌、維持管理などの問題か

ら、芝桜が成長し密集する状況には至りま

せんでした。 

 今年度実施したフラワー園地内の環境調

査は、芝桜の生育状況などから園地内を５

つのエリアに分けて、環境観察、土壌、芝

桜の生育、管理状況などについて調査を行

いました。 

 その結果、芝桜の生育を阻む要因として

は、一部に酸性土壌が強いエリアが見受け

られたことや、土壌の水はけが悪く流水に

弱い土壌であったことなどから、コケや雑

草に負け、根が定着しにくい環境であるこ

とが判明いたしました。 

 その対応策としては、土壌の水はけの改

善、水分や湿度の改善、急傾斜部における

表土の流出対策、また、土壌改良や除草対

策を行い、芝桜の生育に適した環境にして

いく必要があります。 

 今年度は芝桜が生き残っている範囲で、

移植、補植、排水改良、除草などの維持管

理を行った結果、１０月の段階で芝桜が順

調に生育していることが確認されました。

今後は新たな整備は行わず、現在の維持管

理方法を継続して行っていきたいと考えて

おります。 

 今後のフラワー園地の在り方について

は、生き残っている芝桜やコケ、植物の定

着状況等を踏まえ、これまでの観光・集客

施設としての位置づけから、芝桜だけでな

く、現地に生育する桜やツツジ、珍しいコ

ケ等を観察できる緑地公園として、里見が

丘公園の散策コースなど様々な活動ができ

る町民の憩いの場・レクリエーションの場

への移行を進めたいと考えております。 

 今後も、今回の検証結果をベースに、適

切な維持管理を行いたいと考えております

ので、一層の御理解と御協力を賜りますよ

うお願いを申し上げ、御報告といたしま

す。 

 以上、行政報告とさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） 次に、教育委員会

から教育行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 教育長 藤代和昭君。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 議長

のお許しを頂きましたので、教育委員会か

ら学校給食費の値上げについて御報告いた

します。 

 近年食料価格が値上がり傾向にあり、そ

の中でも特に大豆や小麦に代表される輸入

穀物の価格が高騰しています。さらに、輸

送コストも上昇していることから、粉・

糖・油など加工食品主原料や、牛乳をはじ

めとする乳製品など、あらゆる食材が大幅

に値上げしており、給食費に及ぼす影響が

非常に大きくなってきました。 

 このような状況の中、本町の給食提供に

はできる限り国産、道産原材料を使用し、

最大の注意を払って子供たちへの食の安

心・安全に努めてまいりました。 

 しかし、本町の給食費は平成２１年度に

世界的な原油価格の高騰を起因とする物価

上昇を理由として見直しして以来、現在ま

での１３年間値上げが行われていない状況

にあります。平成２６年に消費税が５％か

ら８％に引き上げられたときも、上昇分の

３％を町で負担してきました。 

 食材価格の上昇に対処するため、栄養価

に配慮しつつ安価な食材に切り替えるなど

の工夫に努めてきましたが、現状の１食当

たり小学生２１７円、中学生２６５円、高

校生２２５円では、安定的、継続的に給食

を提供することが困難な状況になってまい

りました。 

 このため、去る１０月１９日に開催され

ました学校給食センター運営委員会に対

し、１食当たりの給食費を小学校は２４円

値上げして２４１円に、中学生は２９円値

上げして２９４円に、高校生は２４円値上

げして２４９円にそれぞれ改定することに

ついて諮問したところ、令和４年度より給

食費を値上げすることについて全会一致で
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妥当と判断する旨の答申を頂きました。 

 これを受け、１１月１９日に開催されま

した教育委員会において、給食費の値上げ

に関し承認を受けたところでございます。 

 令和４年度からの値上げに伴い、国産、

道産及び地場産品をより多く使用し、児

童・生徒に対する給食の質や必要なカロ

リーを確保するとともに、安全・安心な給

食の提供と食育の指導に努めてまいりま

す。 

 なお、平成２７年から実施の足寄町学校

給食費無償化事業補助金により、引き続き

給食費の保護者負担はありません。 

 以上、給食費の値上げについて御理解を

賜りますようお願い申し上げ、御報告とい

たします。 

○議長（吉田敏男君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 報告第９号 

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 報告第

９号予定価格１,０００万円以上の工事又は

製造の請負契約の締結についての件を議題

といたします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野  孝君） 議案書の１

ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、報告第９号

予定価格１,０００万円以上の工事又は製造

の請負契約の締結について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 足寄町議会総合条例第１２条第１項の規

定により、次のとおり御報告するものでご

ざいます。 

 令和３年８月２５日から令和３年１１月

１１日までの間で、足寄町議会総合条例第

１２条第１項第１号の規定により御報告す

る工事又は製造の請負は、２ページに添付

してございます別紙のとおり４件でござい

ます。 

 以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を

終わります。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって、報告を終わります。 

 

◎ 報告第１０号 

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 報告第

１０号足寄町水道事業の業務に関する予定

価格１,０００万円以上の工事又は製造の請

負契約の締結についての件を議題といたし

ます。 

 本件について、報告を求めます。 

 建設課長 増田 徹君。 

○建設課長（増田 徹君） 議案書３ペー

ジをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、報告第１０

号足寄町水道事業の業務に関する予定価格

１,０００万円以上の工事又は製造の請負契

約の締結について、提案理由の御説明を申

し上げます。 

 足寄町議会総合条例第１２条第１項の規

定により、次のとおり報告するものでござ

います。 

 令和３年８月２５日から令和３年１１月

１１日までの間で、足寄町議会総合条例第

１２条第１項第２号により報告する工事又

は製造の請負上水道事業会計分は、４ペー

ジにございます別紙のとおり１件でござい

ます。 

 以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） ただいまの報告に

対し、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 
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 これで質疑を終わります。 

 これをもって、報告を終わります。 

 

◎ 議案第９１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第

９１号十勝圏複合事務組合規約の変更につ

いての件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 佐々木雅宏君。 

○住民課長（佐々木雅宏君）  議案書５

ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第９１

号十勝圏複合事務組合規約の変更につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 十勝圏複合事務組合は十勝総合振興局内

にある１市１６町２村で構成される特別地

方公共団体で、地方自治法に基づく一部事

務組合となります。広域振興、高等看護学

院といった広域業務の処理のため発足いた

しましたが、これとは別に１市７町村でし

尿、ごみ処理最終処分場の設置、管理運営

に関して、昭和５９年に複合事務組合が組

織されておりました。その後、構成町村を

増やしながら平成９年４月に十勝環境複合

事務組合と名称を変更し、さらに平成３０

年４月に十勝圏複合事務組合と十勝環境複

合事務組合が統合して、現在に至っている

ところでございます。 

 ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維

持管理・運営に関する事務につきまして

は、令和３年４月１日現在、１市１４町村

が組合に加入しており、本町も平成３１年

４月から加入しているところでございま

す。 

 このたびの規約の変更は、広尾町、大樹

町、幕別町忠類地区は南十勝複合事務組合

を組織しておりまして、独自にごみ処理を

行っているところですが、南十勝複合事務

組合を構成する幕別町忠類地区について、

幕別町が十勝圏複合事務組合を構成する市

町村と忠類地区の全てのごみをクリリンセ

ンターに搬入することについて協議を行

い、その協議が整ったことから令和４年４

月１日から幕別町全地域のごみをクリリン

センターに搬入するため、組合規約の変更

を行う必要があり、地方自治法第２８６条

第１項及び同法第２９０条の規定に基づ

き、議会の議決を経ようとするものでござ

います。 

 変更の内容は、第３条表（６）ごみ処理

施設の最終処分場の設置、維持管理・運営

に関する事務の項中、幕別町に続く文言

「（旧忠類村地域は除く。）」を削るもの

でございます。 

 附則におきましては、この規約は令和４

年４月１日から施行することとしておりま

す。 

 なお、議案書６ページに新旧対照表を添

付しておりますので、御参照願います。 

 以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、何とぞ御審議賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９１号十勝圏複合事務

組合規約の変更についての件を採決をしま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９１号十勝圏複合事

務組合規約の変更についての件は、原案の

とおり可決されました。 

 

◎ 議案第９２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第

９２号足寄町国民健康保険条例の一部を改

正する条例の件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 佐々木雅宏君。 

○住民課長（佐々木雅宏君） お手元の議

案書７ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第９２

号足寄町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例につきまして、提案理由の御説明を

申し上げます。 

 議案書７ページ右側新旧対照表を御覧願

います。 

 このたびの改正は、出産育児一時金の支

給に関する改正で、現行の条例では国民健

康保険の被保険者が出産したとき、１件の

出産につき一時金４０万４,０００円に加え

て、産科医療補償制度に加入している医療

機関で出産した場合について、その掛金と

して３万円を上限とする金額を加算した額

を支給することとしております。 

 本町ではその掛金について、国民健康保

険条例施行規則で１万６,０００円と規定

し、これまで出産育児一時金として産科医

療補償制度加入医療機関で出産した場合、

４０万４,０００円と１万６,０００円の合

計４２万円を支給していたところでござい

ます。 

 令和４年１月１日から、産科医療補償制

度の掛金が１万６,０００円から１万２,０

００円に引き下げられることになり、国で

は少子化対策の重要性に鑑みて、出産育児

一時金の総額は維持すべきとして、令和３

年８月４日に健康保険法施行令等の一部を

改正する政令（令和３年政令２２２号）が

公布され、産科医療補償制度の掛金の引下

げによる影響が出ないよう、出産育児一時

金の額を４０万４，０００円から４０万８,

０００円に改正したことから、本町におい

ても国の政令改正と同じ金額とすべく、国

民健康保険条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 附則について、この条例の施行は令和４

年１月１日からとしており、これ以降の出

産については改正後の金額が適用され、経

過措置として令和３年中の出産につきまし

ては、従前の例によるものとされておりま

す。 

 また、本条例改正後、本町の国民健康保

険条例施行規則で定める産科医療補償制度

に加入している医療機関での出産について

の掛金を１件につき１万６,０００円から１

万２,０００円に改正する予定としておりま

すことを申し添えます。 

 以上、本条例の改正に関する提案理由の

説明とさせていただきますので、何とぞ御

審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９２号足寄町国民健康

保険条例の一部を改正する条例の件を採決

をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛
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成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９２号足寄町国民健

康保険条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 請願第２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 請願

第２号燃油等の価格高騰対策、国の農業予

算や運用変更に関する請願書の件を議題と

します。 

 ただいま議題となっております、請願第

２号燃油等の価格高騰対策、国の農業予算

や運用変更に関する請願書の件は、総務産

業常任委員会に付託をし、会期中の審査に

することにしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、請願第２号燃油等の価格高

騰対策、国の農業予算や運用変更に関する

請願書の件は、総務産業常任委員会に付託

し、会期中の審査にすることに決定をいた

しました。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日

程は全部終了をいたしました。 

 本日はこれで散会をいたします。 

 次回の会議は、１２月１３日、午前１０

時より開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございます。 

午前１０時３９分 散会 
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